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�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

９８

規

則

○
東
京
都
貸
切
自
動
車
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
…（
交
通
局
）…
�

○
東
京
都
地
下
高
速
電
車
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
…
…（
同
）…
�

○
東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規

則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

規

則

東
京
都
貸
切
自
動
車
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
元
年
九
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
五
十
六
号

東
京
都
貸
切
自
動
車
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

東
京
都
貸
切
自
動
車
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
元
年
東
京
都
条
例
第
十
九
号
）
の
施
行

期
日
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
地
下
高
速
電
車
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
元
年
九
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
五
十
七
号

東
京
都
地
下
高
速
電
車
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

東
京
都
地
下
高
速
電
車
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
元
年
東
京
都
条
例
第
二
十
号
）
の
施

行
期
日
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
公

布
す
る
。

令
和
元
年
九
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
五
十
八
号

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め

る
規
則

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
元
年
東
京
都
条
例
第
二
十

一
号
）
の
施
行
期
日
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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